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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－１ 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  １ 効率的な運営が行われる組織体制の整備 

（１） 機動的・効率的な組織運営 

（２） 管理会計の活用による経営管理の向上 

  ２ 業務の電子化 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

－ － － － － － － － － 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣によ

る評価 業務実績 自己評価 

 Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

 

１．効率的な運営が行われる組織体

制の整備 

効率的な業務運営が行われるよう

組織を整備するとともに、独立行政

法人改革等に関する基本的な方針を

踏まえ、継続的に事務・事業や組織の

点検を行い、機動的に見直しを実施

し、各事業の成果を最大化するため

に必要な、メリハリの効いた組織体

制の整備を図ること。 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置 

１ 効率的な運営が行われる組織体

制の整備 

（１）機動的・効率的な組織運営 

政策目的の実現並びに独立の経営

体としての採算性の確保、経営効率

の向上を図るため、業務運営の効率

化とともに最大限の成果を上げるべ

く組織の整備を行い、都市機能の高

度化及び居住環境の向上を通じた都

市の再生、良好な居住環境を備えた

賃貸住宅の安定的な確保、災害から

の復旧・復興支援、都市開発の海外展

開支援等の業務の実施において、社

会経済情勢の変化に対し的確に対応

するとともに、継続的に事務・事業や

組織の点検を行い、機動的に見直し

を行う。 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置 

１ 効率的な運営が行われる組織体

制の整備 

（１）機動的・効率的な組織運営 

政策目的の実現並びに独立の経営

体としての採算性の確保、経営効率

の向上を図るため、業務運営の効率

化とともに最大限の成果を上げるべ

く組織の整備を行い、都市機能の高

度化及び居住環境の向上を通じた都

市の再生、良好な居住環境を備えた

賃貸住宅の安定的な確保、災害から

の復旧・復興支援、都市開発の海外展

開支援等の業務の実施において、社

会経済情勢の変化に対し的確に対応

するとともに、継続的に事務・事業や

組織の点検を行い、機動的に見直し

を行う。 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・継続的に事務・事業や組織の点検を

行い、機動的に見直しを実施し、各

事業の成果を最大化するために必

要な、メリハリの効いた組織体制

の整備が図られているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 各部門における業務の着実な実

行を推進するとともに、新たな政策

課題及び経営課題に対応できる体

制を確保すること等を基本方針と

して、宅地業務の収束や震災復興支

援業務の事業完了に伴う戻り分を、

地方都市等の再生、災害からの復

旧・復興支援、都市開発の海外展開

支援及び団地再生における持続可

能で活力ある地域・まちづくりの推

進等の重点業務へ適切に配置する

等の組織体制の見直しを実施した。 

＜評定と根拠＞Ⅱ-１-（１）（２）、

２ 

評定：Ｂ 

組織体制の整備に当たっては、業

務運営の効率化とともに最大限の

成果を上げるべく、事務・事業や組

織の点検を行い、宅地業務の収束や

震災復興支援業務の事業完了に伴

う体制の縮小を行うなどの見直し

を実施しており、その一方で、地方

都市等の再生、災害からの復旧・復

興支援、都市開発の海外展開支援及

び団地再生における持続可能で活

力ある地域・まちづくりの推進等と

いった業務に重点的に配置するな

ど、メリハリの効いた組織体制の整

備が図られている。 

 

管理会計の活用により、引き続き

経営管理の精度向上を図るととも

に、部門別の財務情報等を適切に作

成し、公表した。 

 

インタ-ネット分離基盤の導入に

伴う情報セキュリティ対策の強化

を適切に行った。また、各ページの

ウェブアクセシビリティの向上に

向けた対応等を行いお客様の利便

性向上を図った。 

 さらに、職員のワーク・ライフ・

バランス推進、業務の効率化・生産

性の向上のため、意思決定手続の迅

速化及びテレワーク等の勤務形態

の実現に資する新たなシステムを

適切に導入した。 

 

これらを踏まえ、Ｂ評価とする。 

  

（２）管理会計の活用による経営管

理の向上 

経営情報を適時適切に把握する

等、機構の経営管理・活動管理に、管

理会計を引き続き活用する。 

（２）管理会計の活用による経営管

理の向上 

経営情報を適時適切に把握する

等、機構の経営管理・活動管理に、管

理会計を引き続き活用する。 

 管理会計を活用し、部門別及び圏

域・地区別の経営情報を適時適切に

把握することにより、引き続き経営

管理の徹底に努めるとともに、経営

管理・活動管理の状況について、部

門別の財務情報等を作成・公表し

た。 

また、研修の実施等により、経営管

理に対する意識の更なる強化を図

った。 

 

２．業務の電子化 

政策実施機能の最大化に資する IT

基盤の整備、職員のワーク・ライフ・

バランス推進、業務の効率化・生産性

向上、テレワーク等の新たな勤務形

態の実現等に資する新たなシステム

導入を図ること。 

２ 業務の電子化 

情報セキュリティ対策の強化やＩ

Ｔ技術の高度化にも対応しつつ、各

業務システム・情報開示のあり方の

見直し・改善を行い、顧客ニーズの多

様化へ対応した利便性の向上を図る

ため、必要なＩＴ基盤の整備を計画

的に進める。 

職員のワーク・ライフ・バランス推

２ 業務の電子化 

情報セキュリティ対策の強化やＩ

Ｔ技術の高度化にも対応しつつ、各

業務システム・情報開示のあり方の

見直し・改善を行い、顧客ニーズの多

様化へ対応した利便性の向上を図る

ため、必要なＩＴ基盤の整備を計画

的に進める。 

職員のワーク・ライフ・バランス推

 以下のとおりシステム導入を

図った。 

・インターネット分離基盤を整備し 

ウェブ分離機能(令和２年２月)、 

メール無害化機能（令和２年３ 

月）を導入した。 

・機構ホームページに「ソーシャル 

メディア公式アカウント一覧」を

公開し、各ページのウェブアクセ
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進、意思決定手続の迅速化など業務

の効率化・生産性の向上、テレワーク

等の勤務形態の実現に資する新たな

システム導入を図る。 

進、意思決定手続の迅速化など業務

の効率化・生産性の向上、テレワーク

等の勤務形態の実現に資する新たな

システム導入を図る。 

シビリティの向上に向けた対応

を開始した。 

・電子決裁システム及び本社会議室 

の無線 LAN環境を構築した。 

・持出用端末（510 台）及び VDI端 

末（200台）を導入した。 

・テレビ会議システムを追加で導入

した。（対前年度比９拠点増、計 23

拠点） 

 

４．その他参考情報 

無し 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－２ 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  ３ 適切な事業リスクの管理等 

（１）事業リスクの管理 

（２）事業評価の実施 

  ４ 一般管理費、事業費の効率化 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費について、平

成 30 年度と令和 5年度

を比較して３％以上に

相当する額を削減 

（計画値） 

３％以上 － － － － － ３％以上 － 

 一般管理費について、

平成 30 年度と令和 5年

度を比較して３％以上

に相当する額を削減 

（実績値） 

－ － 3.87％ － － － － － 

 達成率 － － － － － － － － 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 ３．適切な事業リスクの管理等 

（１）事業リスクの管理 

 機構が、地方公共団体や民間事業

者のみでは実施困難な都市再生事業

等を進めるに当たっては、事業リス

クの把握・管理及びその精度向上を

図るとともに、必要に応じて、事業の

見直しを行うこと。 

３ 適切な事業リスクの管理等 

（１）事業リスクの管理 

地方公共団体や民間事業者のみで

は実施困難な都市再生事業等を推進

する際には、事業リスクの的確な把

握・管理を行うことが必要であり、採

算性を考慮した上で、以下の通り事

業着手の判断及び執行管理等を行

う。 

① 新規事業着手に当たっては、

機構が負うこととなる工事費、金利

の変動等の事業リスクを十分踏まえ

て経営計画を策定し、事業着手の可

否を判断する。 

② 事業着手後においても、定期

的に、又は土地取得・工事着工等の重

要な節目において、事業リスクの管

理及び採算性の把握等を行い、必要

に応じて事業の見直しを行う。また、

その精度向上を図るため、適宜、事業

リスクの管理手法の見直しを行う。 

３ 適切な事業リスクの管理等 

（１）事業リスクの管理 

地方公共団体や民間事業者のみで

は実施困難な都市再生事業等を推進

する際には、事業リスクの的確な把

握・管理を行うことが必要であり、採

算性を考慮した上で、以下の通り事

業着手の判断及び執行管理等を行

う。 

① 新規事業着手に当たっては、

機構が負うこととなる工事費、金利

の変動等の事業リスクを十分踏まえ

て経営計画を策定し、事業着手の可

否を判断する。 

② 事業着手後においても、定期

的に、又は土地取得・工事着工等の重

要な節目において、事業リスクの管

理及び採算性の把握等を行い、必要

に応じて事業の見直しを行う。また、

その精度向上を図るため、適宜、事業

リスクの管理手法の見直しを行う。 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・事業リスクの把握・管理、及びその

精度向上を図るとともに、必要に

応じて、事業の見直しを行ってい

るか。 

・事業の効率性及びその実施過程の

透明性の確保を図るため、適切に

事業評価を実施しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

① 新規事業着手段階の 16 地区す

べてについて、リスクの抽出とそ

の軽減・分担方策を検討するとと

もに、事業リスクを踏まえた経営

計画等を策定して、事業着手の可

否の判断を行った。 

② 事業実施段階のすべての地区

（平成 31 年４月１日時点：188地

区）について、事業執行管理調書

を作成した上で事業リスクの定

期的管理を行い、これを踏まえ、

25 地区について事業の見直しを

行った。事業リスク管理手法につ

いては、特段の問題はなく、適切

に運用されていることから、見直

しは行っていない。 

 

事業評価実施規程等に基づき、新

規採択時評価３件、再評価７件、事

後評価５件を実施した。 

再評価及び事後評価については、

学識経験者等の第三者から構成さ

れる事業評価監視委員会の審議結

果を踏まえ、機構の対応方針を決定

した。 

 事業評価結果については、情報公

開窓口、ホームページ掲載等により

公表した。 

＜評定と根拠＞Ⅱ-３-（１）（２）、

Ⅱ-４ 

評価：Ｂ 

新規事業着手段階の 16 地区すべ

てについて、事業リスク管理手法に

基づき、リスクの抽出・分析を行っ

た上で、関係者との役割分担等のリ

スク軽減・分担方策を検討するとと

もに、事業リスクを踏まえた経営計

画等を策定し、事業着手の可否につ

いての判断を適切に実施した。 

また、事業実施段階の 188地区す

べてについて、事業リスク管理手法

に基づき、事業の進捗状況等を踏ま

え、採算見通しやリスクの把握・分

析を行った上で、定期的に事業の見

直しの必要性を判断し、25地区で見

直しを実施した。 

 

事業評価実施規程等に基づき、新

規採択時評価３件、再評価７件、事

後評価５件を実施した。 

うち、再評価及び事後評価につい

ては、事業評価監視委員会の審議を

経て対応方針を決定した。 

事業評価結果については、情報公

開窓口、ホームページ掲載等により

公表した。 

 

一般管理費については、消費増税

による経費等の増を吸収した上で

平成 30 年度同水準とし、中期計画

に掲げた目標の達成に向けた効率

化に努めた。 

また、事業費については、政策的

意義の高い事業や収益改善効果が

高い事業に重点的に配分するとと

もに、事業の効率的な執行によるコ

  

 

 （２）事業評価の実施 

 事業の効率性及びその実施過程の

透明性の確保を図るため、適切に事

業評価を実施すること。 

 

（２）事業評価の実施 

個別事業の効率性及びその実施過

程の透明性の一層の向上を図るた

め、機構独自の事業評価規程等に基

づき、新規、事業中及び事後の各段階

に応じて、評価対象となる事業毎に、

事業の必要性、費用対効果、進捗の見

込み等について評価を行う。 

また、再評価及び事後評価に当た

っては、事業評価監視委員会の意見

を踏まえ、必要に応じた事業の見直

し、継続が適当でない場合の事業中

止等の対応方針を定める。 

（２）事業評価の実施 

個別事業の効率性及びその実施過

程の透明性の一層の向上を図るた

め、機構独自の事業評価規程等に基

づき、新規、事業中及び事後の各段階

に応じて、評価対象となる事業毎に、

事業の必要性、費用対効果、進捗の見

込み等について評価を行う。 

また、再評価及び事後評価に当たっ

ては、事業評価監視委員会の意見を

踏まえ、必要に応じた事業の見直し、

継続が適当でない場合の事業中止等

の対応方針を定める。 

 

 ４．一般管理費、事業費の効率化 

 一般管理費（人件費、公租公課及び

基幹系システム再構築に係る経費を

除く。）について、継続的に縮減に努

４ 一般管理費、事業費の効率化 

一般管理費（人件費、公租公課及び

基幹系システム再構築に係る経費を

除く。）について、継続的に縮減に努

４ 一般管理費、事業費の効率化 

一般管理費（人件費、公租公課及び

基幹系システム再構築に係る経費を

除く。）については、中期計画に掲げ

＜評価の視点＞ 

・一般管理費・事業費の効率化につ

いて、適切な経費削減及びコスト

縮減等を行っているか。 

・一般管理費については、消費増税

による経費等の増を吸収した上で

平成 30年度同水準とした。 

また、事業費については、政策的
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め、中期目標期間に想定される消費

増税による増加分を経営合理化によ

り吸収した上で、第三期中期目標期

間の最終年度（平成 30年度）と中期

目標期間の最終年度（平成 35 年度）

を比較して３％以上に相当する額を

削減すること。 

 事業費については、引き続き、事業

の効率的な執行に努めるとともに、

市場や調達環境の分析を行い、入札

契約方式の見直しや、新たな制度の

導入、調達方法の最適化、発注の効率

化等を推進し、コスト縮減を図るな

ど、コスト構造の改善をより一層推

進すること。なお、都市再生事業及び

賃貸住宅事業については、多様な民

間連携手法を活用し、政策的意義が

高い事業や機構の収益改善効果が高

い事業に重点的に配分すること。 

 

め、中期目標期間に想定される消費

増税による増加分を経営合理化によ

り吸収した上で、第三期中期目標期

間の最終年度（平成 30 年度）と中期

目標期間の最終年度（平成 35 年度）

を比較して３％以上に相当する額を

削減する。 

また、事業費については、引き続

き、事業の効率的な執行に努めると

ともに、市場や調達環境の分析を行

い、入札契約方式の見直しや、新たな

制度の導入、調達方法の最適化、発注

の効率化等を推進し、コスト縮減を

図るなど、コスト構造の改善をより

一層推進する。なお、都市再生事業及

び賃貸住宅事業において、多様な民

間連携手法を活用し、事業特性やリ

スクに応じた適正な収益を確保する

ことを前提に、政策的意義が高い事

業や機構の収益改善効果が高い事業

に重点的に配分する。 

た目標の達成に向けた効率化に努め

る。 

また、事業費については、引き続き、

事業の効率的な執行に努めるととも

に、市場や調達環境の分析を行い、入

札契約方式の見直しや、新たな制度

の導入、調達方法の最適化、発注の効

率化等を推進し、コスト縮減を図る

など、コスト構造の改善をより一層

推進する。なお、都市再生事業及び賃

貸住宅事業において、多様な民間連

携手法を活用し、事業特性やリスク

に応じた適正な収益を確保すること

を前提に、政策的意義が高い事業や

機構の収益改善効果が高い事業に重

点的に配分する。 

意義が高い事業や機構の収益改善

効果が高い事業に重点的に配分す

るとともに、調達・コスト最適化を

目指し、コスト構造の改善をより一

層推進するため、下記の施策を実施

し、令和元年度 977億円分の工事調

達を行った。 

① 調達環境分析・入札契約方式見

直し等 

市場や調達環境の調査・分析によ

り適正コストを把握するとともに、

技術提案・交渉方式による工事発注

方法の見直しや４週６閉所促進工

事発注の試行などにより調達・コス

ト環境の整備を推進した。 

② 調達方法の最適化 

入札不調・不落を回避し、適正な

コストでの工事等調達を行うため、

事業者間の競争促進に資する施策

の拡充、適切な適用・拡大を行い、

調達方法の最適化を推進した。 

・発注予定情報の定期公表回数を

年３回から年４回とし、随時追

加する詳細情報にも工事規模

（金額帯）を追加。 

・工事稼働状況の管理による発注

平準化や、フレックス工期制度

の適用案件の拡大等による事

業者が応札しやすい環境の整

備。 

③ 発注の効率化等 

調達等ノウハウや課題等を随時

内部共有し、調達等業務にあたっ

ての迅速な意思決定、職員の業務

効率化を図った。 

また、工事発注において大括り化を

推進し、コスト縮減と併せ、発注件

数の削減により事務手続を軽減し

たとともに、総合評価落札方式の審

査簡略化等により機構職員及び応

札者双方の事務手続を軽減した。 

スト改善を着実に実施した。 

厳しい調達環境が継続する中、働

き方改革を念頭に調達・コストの最

適化を推進するため、市場調査や入

札契約方式の見直し等による調達・

コスト環境の整備、発注見通し情報

の提供拡充や発注平準化等の施策

展開による調達方法の最適化、意思

決定の迅速化や発注事務手続の簡

略化による発注効率化等を実施し、

調達・コスト構造を着実に改善し

た。 

 

 これらを踏まえ、Ｂ評価とする。 
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４．その他参考情報 

無し 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－３ 
Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  ５ 入札及び契約の適正化の推進 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

－ － － － － － － － － 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 ５．入札及び契約の適正化の推進 

機構は国の財政支出や財政投融資

を用いて多額の契約を行い、公共事

業を実施していることから、事業の

実施において、機構に対する信頼性

が確保されるよう、法令順守及び契

約の適正性を確保するための体制の

強化を図るとともに、｢独立行政法人

における調達等合理化の取組の推進

について｣（平成 27年５月 25 日総務

大臣決定）に基づく取組を着実に実

施すること。 

また、引き続き入札談合等関与行

為の防止対策を徹底するとともに、

監事による監査において、入札・契

約の適正な実施について監査を受け

ること。 

５ 入札及び契約の適正化の推進 

入札及び契約手続における透明性

の確保、公正な競争の確保、不正行為

排除の徹底及び調達の合理化等を推

進し、公共事業を実施する者として

の信頼性が確保されるよう、入札談

合等関与行為を確実に防止する観点

から、引き続き研修等を行うととも

に、必要に応じ更なるコンプライア

ンスの推進や入札及び契約手続の見

直し等を実施する。これらについて

は、「独立行政法人における調達等合

理化の取組の推進について」（平成 27

年５月 25日総務大臣決定）に基づい

た「調達等合理化計画」において適切

に反映し、毎年度当該計画の策定及

び公表を行う。更に、当該計画の取組

状況について、年度終了後に自己評

価を行い、併せてその結果について

の公表を行う。 

また、入札・契約の適正な実施につ

いて、監事の監査によるチェックを

受けるものとする。 

 

５ 入札及び契約の適正化の推進 

入札及び契約手続における透明性

の確保、公正な競争の確保、不正行

為排除の徹底及び調達の合理化等を

推進し、公共事業を実施する者とし

ての信頼性が確保されるよう、入札

談合等関与行為を確実に防止する観

点から、引き続き研修等を行うとと

もに、必要に応じ更なるコンプライ

アンスの推進や入札及び契約手続の

見直し等を実施する。これらについ

ては、「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平成

27 年５月 25 日総務大臣決定）に基

づいた「調達等合理化計画」におい

て適切に反映し、当該計画の策定及

び公表を行う。更に、当該計画の取

組状況について、年度終了後に自己

評価を行い、併せてその結果につい

ての公表を行う。 

また、入札・契約の適正な実施に

ついて、監事の監査によるチェック

を受けるものとする。 

 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・「調達等合理化計画」を着実に実施

するとともに、法令順守及び契約

の適正性を確保するための取組を

実施しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１ 入札談合等関与行為を確実に

防止するための施策 

・公正取引委員会から講師を招聘し

た談合防止研修を実施した。 

・各種研修やｅラーニングを活用し

「発注者綱紀保持規程」等の周知

徹底を行った。 

 

２「調達等合理化計画」の着実な実

施 

「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平

成 27 年５月 25 日総務大臣決定）に

基づき、「令和元年度調達等合理化

計画」を策定、公表の上、計画に定

めた発注の効率化に係る施策、調達

コストの削減及び競争性の確保等

に係る施策、契約業務研修の実施、

「発注者綱紀保持規程」等を周知徹

底させる施策を着実に実施した。 

また、本計画の実施状況について

は、年度終了後に自己評価にあたっ

ては監事及び外部有識者によって

構成される契約監視委員会におい

て自己評価の点検を実施し、併せて

その結果について公表を行った。 

 

３入札及び契約の適正な実施につ

いて 

 監事の監査によるチェックを受

けた。 

＜評定と根拠＞Ⅱ-５ 

評定：Ｂ 

談合防止研修の継続実施及び「発

注者綱紀保持規程」等の周知徹底を

行い、入札談合等関与行為の確実な

防止を図った。 

「令和元年度調達等合理化計画」

については、本計画で定めた、発注

の効率化に係る施策、調達コストの

削減及び競争性の確保等に係る施

策、契約業務研修の実施、「発注者綱

紀保持規程」等を周知徹底させる施

策を着実に実施した。また、本計画

の策定及び自己評価にあたっては

監事及び外部有識者によって構成

される契約監視委員会において点

検を実施した。 

入札及び契約の適正な実施につ

いて監事の監査によるチェックを

受けた。 

 

 これらを踏まえ、Ｂ評価とする。 

  

 

 

 

４．その他参考情報 

無し 

  


